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１ 教育大綱とは

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３第１項の規定に基づき策定

 地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の方針を定める

 総合教育会議で協議・調整のうえ、市長が策定

 市長と教育委員会で調整がついた事項については、双方に尊重義務が生じる

 対象とする期間は、４～５年程度を想定

２ 現在の唐津市教育大綱（令和２年３月２３日策定）

 第２次唐津市総合計画における、基本目標「生きる力に満ちた人をはぐくむまちづく

り」を実現するための教育行政に関する施策の基本方針として位置づけ

※「生きる力に満ちた人をはぐくむまちづくり」

総合計画の基本構想（H27～R6）に掲げる６つの「まちづくりの基本

目標」の一つ。 主に、教育行政に関する内容となっている

 期間：令和２年度～令和６年度（総合計画【後期基本計画】の終期に整合）

★ 唐津市教育大綱.pdf
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3 現 唐津市教育大綱の体系
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基本理念 基本方針

１地域の将来を担う人材を
育成すること

２生涯学習を推進し、文化財
の保護に取り組むこと

３人権教育と人権啓発を推進
すること

基本施策

１知・徳・体の調和のとれた「生きる
力」の育成

２時代の要請に応える教育の推進
３安全で快適な教育環境の整備・充実

４生きがいのある生涯学習環境の整備
・充実

５受け継がれてきた伝統的・歴史的文
化の継承

６人権尊重の精神を養成する学校・社
会教育の推進
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4 策定スケジュール（案）

令和６年４月 第１回総合教育会議 次期教育大綱策定方針等の提示

令和６年８月 第２回総合教育会議 次期教育大綱（骨子案）の提示 内容協議・調整

令和７年１月 第３回総合教育会議 次期教育大綱（最終案）の提示 内容協議・調整

令和７年３月 次期教育大綱策定（市長決裁）

※上記スケジュールは大綱策定の進捗状況等により変更になる場合があります。


